
記

1 　問合せ先

　県南建設事務所　管理課　管理調整担当

　〒961-0971　白河市昭和町269 電話0248-23-1633 FAX0248-23-1504

　ﾒｰﾙ：kennan.ken.kanr@pref.fukushima.lg.jp

福島県県南建設事務所除草機械の貸付について(お知らせ)

　本県の河川行政の推進につきましては、平素から御協力をいただき感謝申し上げます。

　さて、昨年度よりうつくしまの川・サポート団体へ貸付する目的で検討していました除

草機械をこのたび購入しました。機種については別紙のとおりです。

　この貸付にあたりまして要領等を別紙のとおり定めましたのでお知らせいたします。こ

の要領に基づきまして、活用をお願いいたします。

　なお、この機械の貸付先につきましては、うつくしまの川・サポート団体としておりま

す。まだうつくしまの川・サポート団体への登録はしていないが、ボタンティア活動をさ

れている団体の方がおりましたら登録についてお問い合わせください。川サポート制度に

ついては、次のURLに紹介されております。

(http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41330a/utukushimanomiti-kawasapo-

toseido.html)

　除草機械の貸付・川サポート制度などについては、下記担当まで連絡をお願いします。
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福島県県南建設事務所除草機械貸付要領

(通則)

第1条 　福島県県南建設事務所(以下「県」という。)が所管する除草機械(以下「機械」
という。)の貸付に関する事務取扱いは、本要領によるものとする。

(貸付の範囲)

第2条 　機械の貸付先は、うつくしまの川・サポート制度に登録している団体とする。

2 　機械の貸付けは、河川維持管理の促進に寄与すると認められるとき、かつ県が
施工する事業の遂行に支障のない場合に限る。

3 　機械の貸付期間は第4条の通知書に記載されている期間とする。

(借受の申請)

第3条 　機械の貸付を受けようとするもの（以下「借受人」という。）は、除草機械使
用計画書(様式1)を添付のうえ物品借受申請書を県に提出しなければならない。

(貸付の決定・貸付契約書の締結)

第4条 　県は、第3条に定める物品借受申請書を受理したときは、第2条により貸付の可
否を決定し借受人に除草機械借受決定通知書(様式2)により通知する。

2 　県と借受人は貸付契約書(様式3)により貸付契約を締結する。

(運転に必要な燃料及び油脂等)

第5条 　運転に必要な燃料及び油脂は県が負担する。

(機械の引渡または返納)

第6条 　貸付に伴う機械の引渡または返納は、第4条の通知書に定められた期日及び場所
で行うものとする。通知書に定められた場所への運搬は県で実施する。

(機械の検査)

第7条 　県は、貸付機械の返納があった場合はこれを検査するものとする。

(使用実績報告書)

第8条 　借受人は第4条の通知書に示された貸付期間の経過後15日以内に使用実績報告書
(様式4)を、県に提出しなければならない。

(記録簿)

第9条 　県は、機械運転記録簿(様式5)を作成し保管する。

(附則)

　本要領は、平成26年　　月　　日から適用する。
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様式1
平成26年 月 日

(管理者)

福島県県南建設事務所長

申請者

住所

氏名

記

除草機械使用計画書

　除草機械の使用計画については別紙のとおりです。

機械名 除草機械

自　平成　　年　　月　　日から

貸付希望期間 至　平成　　年　　月　　日まで

　　日間

河川名

機械の使用場所 自：白河市　　　　　　　　　　　　地内

至：白河市　　　　　　　　　　　  地内

機械の引渡希望場所

機械の返納希望場所

適用

添付資料

1 位置図(実施個所旗揚げ記入)



様式2
平成26年 月 日

(申請者)

様

記

除草機械借受決定通知書

福島県県南建設事務所長

　平成　　年　　月　　日に申請のありました件名について、下記のとおり決定します。

機械名・備品番号 除草機械・H26-1

自　平成　　年　　月　　日から

貸付期間 至　平成　　年　　月　　日まで

　　日間

河川名

機械の使用場所 自：白河市　　　　　　　　　　　　　　　　地内

至：白河市　　　　　　　　　　　　　　　　地内

機械の引渡場所

機械の返納場所

適用

(事務担当　企画管理部管理課　主査　本田　電話0248-23-1633 FAX0248-23-1504)



様式3
作業用機械貸付契約書

作業用機械名 畦畔草刈機

型　　　　式 サイト－　ＳＧＣ－７０３ＲＤ

１ 業務名 河川維持管理業務　

２ 使用目的 河川管理道路の草刈り

３ 河川名

４ 使用場所 自：白河市

                        至：白河市至：白河市

５ 貸付期間 平成　年　月　日～ 平成　年　月　日

６ 賃借料 無償

７ 貸付条件

一 　乙は、作業用機械を転貸し又は担保に供してはならない。

二 　乙は、作業用機械の貸付を受けた使用目的以外に使用してはならない。

三

８ この契約に関し疑義が生じたときは甲乙協議して解決するものとする。

平成　年　月　日

甲 福島県

福島県県南建設事務所長　浅野　俊和

乙 住所：

ｻﾎﾟｰﾄ団体名：

代表：

　上記の作業用機械について、貸付人　福島県を「甲」とし、借受人

を「乙」として次の条項により貸付契約を締結し、契約の証として本書２通を作成

し当事者記名押印のうえ各自１通を保有する。

　乙は、自己の責に帰すべき事由により作業用機械を亡失、又は毀損したときは、
自己の責任において補填、修理し又はその賠償額を金銭で弁償しなければならな
い。



様式4
平成26年 月 日

(管理者)

福島県県南建設事務所長

借受人

住所

氏名 ㊞

作成者　氏名

連絡先電話番号

記

除草機械使用実績報告書

　下記のとおり、除草機械使用実績を報告します。

機械名・備品番号 除草機械・H26-1

自　平成　　年　　月　　日から

使用期間 至　平成　　年　　月　　日まで

　　日間

河川名

機械の使用場所 自：白河市　　　　　　　　　　　　　　　　地内

至：白河市　　　　　　　　　　　　　　　　地内

作業量(延長・面積等)
(作業箇所平面図添付)

稼働状況(運転時間)
(期間中の合計で記入願
います。)

機械の不具合個所・
補修個所の有無

備考

添付資料

1 　平面図(実施個所の延長・面積等を記入してください。
住宅地図等でかまいません。)

2 　写真を添付してください。
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様式5

除草機械運転記録簿 (平成26年度)

機械名 畦畔草刈機 SGC-703RD 説明書 草刈機ツインブレード

機械番号 H26-1 シャーピン　1式 刈幅700mm

納入年月日 平成26年8月21日 替刃工具 刈幅上面300mm

納入者 (有)石田商店 0248-22-1511 畦畔草刈機専用ブリッジ 刈幅側面400mm

取得価格 ¥199,800 (消費税込み) ガソリン携行缶 上面刈高20～60mm(3段)

側面刈高0～30(無段階)
使用燃料　無鉛ｶﾞｿﾘﾝ

運転年月日 作業内容 作業量 運転時間 整備または修理内容等 確認者㊞

月日 内容等 金額 累計

付
属
品
内
訳

仕
様
内
容
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　下記の物品を貸し付けてください。

平成　　年　　月　　日

住所

申請者 団体名

氏名 印

　　福島県知事

品目 規格等 数量 備品番号

単価 金額

畦畔草刈機 SGC-703RD 1台 無償 H26-1 199,800円 199,800円

借受を希望す
る事由

川サポート事業実施のため。

　上記の物品を貸し付けてよろしい。

物品管理権者
(契約権者)

起案者 起案 決裁

.      .       .      .       

企画管理部長 課長 係長 担当

貸付を必要と
する事由

川サポート活動を支援するため。

貸付の期間

払 出 通 知 .      .       貸付 .      .       返納 .      .       

契約権者 検収者 検収所見 検収 受入通知

.      .       .      .       

　上記の物品を払出(受入)します。

物品取扱員
(出納員・物品出納員)

主任 受付 決裁
払出
受入

.      .       .      .       .      .       

県南建設事務所　所管

取得価格
有償
無償
の別

物 品 借 受 申 請 書
物 品 貸 付 調 書
貸付物品払出（受入）通知

平成　年　月　　日～平成　年　月　　日

総務次長 総務課長 総務係長 係員


